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海外水ビジネス研究会とは
「海外水ビジネス研究会」（共同代

表・山村尊房氏、工藤克典氏）は、

日本の海外水ビジネスを活性化する

ため、私的な勉強会として2017年

4月に活動を始めた。筆者も幹事と

して参画している。

この研究会の特徴は、国際金融ビ

ジネスを牽引してきたメンバーが多

いことである。官民の水道関係者と

そのOBのほか、国際協力銀行（JBIC）

のOBを含めて国際金融関係の有志

20人で組織されている。定例会を

月1回開催して成果を蓄積している

ほか、活動成果を月刊誌「水道公論」

（日本水道新聞社）に「海外水ビジネ

スの推進に向けた提言」として連載

で公表している。今年7月27日に

イナンスを引き出す能力を持つ人材

の活用も視野に入れている。

（3）公民連携の推進
世界各地で長年、水ビジネスの実

績を積み重ねてきた「商社」と自治

体・第三セクターとの連携を提言で

は打ち出している。連携にあたって

は、双方の特色を活かす工夫が課題

になる。地方自治体の水道公社の海

外水PPP（官民連携）ビジネス参画

のアイデアを図1に示した。

（4）貿易・海外投資・金融情報理
解の体系化

提言では、現地情報の整理活用や、

アジア・アフリカなど新興国の法制

度、文化・風習に対する理解、水需

要の実態把握に努めることの重要性

を強調している。

さらに「質の高い日本の技術」を

海外展開するには、日本が勝てる技

術分野や市場を選択する必要性を指

摘している。

（5）評価判断基準の違いを認識
関係者ごとに異なった評価・判断

基準があり、それが連携や協業の妨

げになっているケースが多い。お互

いの立場の違いを正確に認識した上

で、ビジネスの評価判断を下す必要

がある。海外水ビジネスの全体像を

図2に示した。

提言の詳細はサイト（http://weri 

2013.jp/profile1001001.html ）で

　2009年10月、政府主導で「水
ビジネス国際展開研究会」が開
催され、商社や水関連企業の
トップ、筆者も含めた16人の
委員が、わが国の強みを生かし
て世界の水問題解決に貢献すべ
く検討を行った。しかし海外水
ビジネスへの機運が継続されず、
大きな成果を上げられないまま
今日に至っている。そんな中、
民間主導の「海外水ビジネス研
究会」が注目されている。その
取り組みを紹介したい。

海外での水ビジネス展開に発想の転換を
民間主導の「海外水ビジネス研究会」が提言

は都内で提言報告会を開催した（写

真）。

海外水ビジネスの推進に	
向けた提言
提言は、日本の水ビジネス関連企

業の取り組みを活性化することを目

的にしている。提言の主な内容は次

の通り。

（1）基本的発想の転換
提言では、水ビジネスでの発想の

転換を訴えている。海外で水ビジネ

スを成功させるための重要な要素は

「経済性」「事業性」「収益性」で、投

下した資本が回収でき、利潤を得る

ことが重要である。

また、海外での水ビジネスを海外

交流や国際貢献、援助（政府開発援

助の資金）による技術支援と分けて

考えるなど、従来の発想からの転換

（意識改革）を求めている。さらに、

途上国などでは「水とエネルギーと

食料の問題解決を三位一体で考え

る」ことも有益と指摘している。

（2）資金調達の見直し改革
資 金 調 達 で は、 国 際 協 力 機 構

（JICA）以外のインフラ支援の仕組

みを活用したり、企業の投資戦略を

見直したりすることの必要性を指摘

している。国際金融機関（世界銀行、

アジア開発銀行、アジアインフラ投

資銀行、米州開発銀行など）からファ
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地元自治体の水道公社（＋地元有力メーカーorゼネコン）49％

日本メーカー10％

インフラファンド
（地銀など出資）10％

日本商社または
エンジニアリング会社10～20％

現地SPC
（海外PPP
事業会社）

＊十分な採算性あり

日本の有力地方公営企業
（付帯事業）11～21％
（ⅰ）技術know howの現物出資を最大化する
（ⅱ）地方議会や住民の理解を得る（地方の国

際化に有益、現金出資もあり）
（ ⅲ ）当 該 国 からの 留 学 生 を 採 用して、本

project team memberとする（技術移転と両国
のつなぎ役を期待）

＊例えば
投下資本の回収 10年
融資機関（Senior lender） 7年
 （Junior lender）　7年
社債（一括返済） 7年
IRR（内部収益率） 13％

出
資

出
資

出
資 出

資

出
資

（資金調達）
①出資（30％）+②融資（50％プロ
ジェクト・ファイナンス）に加えて、③
SPCは株式転換社債を発行（20％、
SPCが閉鎖型株式会社でもマレーシ
ア会社法は社債発行が可能）→出資
する地方公営企業（水道部門）が一
部引き受けると共に、同じ地域の有
力地銀にも一部引き受けてもらう。

（JBICがこの社債を保証するか、一
部取得して、信用力をカバーできる
とよい）

商社

ファイナンス
日本 世界

貿易・投資 援助メーカー
エンジニアリング会社

ODA 国際
金融機関

民間銀行

JICA（国際協力機構）

JBIC（国際協力銀行）

NEXI（日本貿易保険機構）

JETRO（日本貿易振興機構）

世界銀行

ADB（アジア開発銀行）

AIIB（アジアインフラ投資銀行）

IDB（米州開発銀行）

OOF
（その他
政府資金）

SDGs 水道事業体・第三セクター
連携

作成者：「海外水ビジネス研究会」共同代表の工藤克典氏

図1　水道地方公営企業の海外水PPP（官民連携）ビジネス参画アイデア

図2　海外水ビジネスの全体像

公開している。

今後の取り組みと課題
提言で、商社と水道事業体・第三

セクターの連携を打ち出すにあたり

同研究会が注目したのは、海外での

IPPプロジェクト（電力卸事業）であ

る。同プロジェクトは、商社から始

まり、電力会社も商社とともに手掛

けるようになった。これを参考に、

商社が水道事業体・第三セクターと

協力して、水道水の卸売事業に進出

する。商社にとっても、水道事業体

が持つ水道経営に関する豊富な経験

はメリットになるはず。お互いの経

験を持ち寄ることにより、政府が目

指す「質の高い水インフラ輸出」が

実現できるだろう。

同研究会は、2020年10月に開催

される第 4回アジア・太平洋水サ

ミット（熊本市）のサイドイベントへ

の参加も検討している。

あとがき
海外水ビジネスには当然リスクが

存在するが、賢い方策を取ることに

より、リスクを最小化することがで

きる。例えば、水道事業体・第三セ

クターが海外水ビジネスに参加する

際、国際金融専門家に相談し、契約

内容に工夫をすれば、金銭上の負担

を軽減することは可能で、リスクを

最小化できる。

一方、水道事業体は、人材養成の

機会拡大などプラス面も考慮し、海

外投資に商社や企業ととともに可能

な範囲で参画することを考えるべき

時に来ているのではないだろうか。

同研究会の山村尊房共同代表は

「10年後、20年後、さらに30年後も

日本の水道界が元気であり続けるに

は、今から海外を視野に入れて取り

組んでいくべきである。将来の水道

の発展のため、発想の転換をしよう」

と述べている。

提言の具現化に向けた、今後の取

り組みが注目される。E
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